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論文内容の要旨

本論文は，中国の地方行政の基本単位であった州・県について，特に明代に焦点を据えて考察したものであるo ま

ず明代に存在した州県の中で，特に漢民族の本来の居住地域に絞って，新設・改置の背景と効果， さらに領域がどの

ようにして設定されるかを検討した。続けて各州県街門の長官(知県・知州)から最下位の街役まで，定員として配

置される， もしくは事実上存在した構成人員を分析した。例えば，清代の常識に従って刑獄を担当する四等官と考え

られてきた「典史」は，実は「幕職」とも称され，長官の公的スタッフであったが，明代後期に司法専門の属官に変

化すること，それと同時期に知県の私的スタッフとして，清代には必須の存在であった「幕友」が出現することを解

明するなど，多くの発見がなされている。

官街内部の人員構成の考察と連関しつつ，州、|県の街門の配置プランの規範の変化，及びその象徴的意味が解析され

る。明代の街円建築が，いくつかの時期区分を以て変化する趨勢も同時に確認され，例えば上掲の幕友の出現も街門

プランの変化と連動することが論証される。中央集権的官僚制においては，文書制度が重要な意味を持つが，知県等

が上行・平行・下行に，どのような文書を用いていたか考証した。さらに州県官への賞罰制度を詳論した。

以上，“制度"に関わる考察に続けて，州、|県政治の実際が，特に長官をめぐる政治環境を軸に分析される。広大な

中国に無数に存在する州県行政については，当然に制度・規範が存在するが，現実の施政は，所謂「人治」に依る所

が大きく，上官・下僚との親疎，そして現地有力者・民衆の存在様式，さらに本人の思考等に因って， さまざまな態

様を示す。この見地から，最後に，上下・左右の人間関係の側面から，具体的な詳察を行っている。

論文審査の結果の要旨

古く春秋戦国期より現代まで，州・県は中国の地方行政の基本単位であり，従って，各時代について多くの研究者

が考察を加えてきた。社会・経済や政治の全システムが大転換を遂げた所謂「唐宋変革」以降については，唐宋の変

遷を念頭に宋代について，また豊富な関連史料の残存の故に清代について，研究が蓄積されたが，明代についての包

括的研究は皆無であり，従来，殆ど清代からの類推で語られてきた。本論文がまず高い評価を受けるのは， この未解

明の領域に取り組んだことであるO 提示された新知見については，既に前項で、幾っかを紹介したが，従来の疑問点，
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あるいは推測のみで語られてきた点で解明されたものが少なくなく，学界に大きく寄与するものである。静態的な制

度の考察に加えて，人間的・心理的側面から分析がなされていることも本論文の独自性を示すものである。

同時にこの包括的考察が含む問題点も指摘しておかねばならなし、第一に，先行研究の整理が十分とは言い難い箇

所がいくつか存在する。第二に，可能な限り全体を論じようとする姿勢がもたらす，論理の希薄化もいくつか見出さ

れる O 以上二点は，実は，現代大陸中国の歴史学界の特徴であり，申請者がその克服に努めた痕跡は十二分に読みと

れるが，未だ完壁たり得ず，今後の公刊に際しては補わるべき点である。第三に，明代後期の変化を多く指摘するが，

学界で定説となった十六世紀の大変動-商業化ーとの連関が，より積極的に論理構成に組み込まれるべきであった。

しかしながら， これらの暇瑳は本論文の達成した成果を損なうものではなし、。よって本研究科委員会は，本論文を

博士(文学)の学位を授与するにふさわしい内容を有するものと認定する o
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